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お知らせワイド版　

公
的
年
金
等
支
払
者（
厚
生
労

働
省
・
各
共
済
組
合
）で
は
、
老

齢
年
金
な
ど
の
受
給
者
に
「
公
的

年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
を
郵
送

し
て
い
ま
す
。
確
定
申
告
の
際
に

添
付
書
類
と
し
て
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

※
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
、
所

得
税
の
非
課
税
対
象
の
た
め
郵
送

し
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
☎
０
５
７
０（
05
）１
１
６
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
か
ら
掛

け
る
と
き
は
、
☎
03（
６
７
０
０
）

１
１
６
５

受
付
時
間　

●
月
〜
金
曜
日（
祝

日
を
除
く
）　

午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分

※
月
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で

源
泉
徴
収
票
を
郵
送

社
会
保
険
料（
国
民
年
金

保
険
料
）控
除
証
明
書

納
税
は
、
安
全
・
便
利
な

口
座
振
替
の
ご
利
用
を

保
険
年
金
課
☎（
88
）９
１
３
７

期
間　

２
月
16
日（
金
）〜
３
月
15

日（
木
）　

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
午
後
３
時
ま
で
の
来
場
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

会
場　

産
業
会
館（
期
間
中
、
須

賀
川
税
務
署
内
で
は
、
申
告
は
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
）

　

会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

自
宅
で
い
つ
で
も
作
成
で
き
る
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確
定
申
告
書
作
成

コ
ー
ナ
ー
」が
便
利
で
す
。
詳
し
く

は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
、
須

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象（
そ
の

年
の
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
に
納
付
し
た
保
険
料
が
該
当
）

に
な
り
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
確
定
申
告
の
際
に
、
納

付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の

添
付
が
必
要
で
す
。

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社
会
保

険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証

明
書
」
を
、
次
の
と
お
り
郵
送
し

ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
昨
年
１
月
か
ら
９
月
に
納
付
し

た
人　

昨
年
10
月
下
旬
に
郵
送

▼
昨
年
10
月
以
降
に
初
め
て
納
付

し
た
人　

２
月
１
日
に
郵
送

　

な
お
、
家
族
の
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
し
た
と
き
も
、
申
告
す

る
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加

算
で
き
ま
す
。
家
族
宛
て
に
郵
送

さ
れ
た
控
除
証
明
書
を
添
付
の

上
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

ね
ん
き
ん
加
入
者

ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０（
０
０
３
）

０
０
４　

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
か
ら
掛

け
る
と
き
は
、
☎
03（
６
６
３
０
）

２
５
２
５

　

自
動
音
声
案
内
に
従
っ
て
く
だ

さ
い
。

受
付
時
間　

●
月
〜
金
曜
日　

午

前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時　

※
祝
日
を
除
く

●
第
２
土
曜
日　

午
前
９
時
〜
午

後
５
時　

☟
郡
山
年
金
事
務
所
☎
０
２
４

（
９
３
２
）３
４
３
4

賀
川
税
務
署
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

そ
の
他　

確
定
申
告
書
を
提
出
す

る
と
き
は
、
個
人
番
号
と
本
人
確

認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）の
提

示
か
、写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
広
報
す
か
が
わ
１

月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
納
付

▼
納
期
限　

３
月
15
日（
木
）

▼
振
替
日　

４
月
20
日（
金
）

個
人
の
消
費
税
の
納
付

▼
納
期
限　

４
月
２
日（
月
）

▼
振
替
日　

４
月
25
日（
水
）

※
口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
は
、

納
期
限
ま
で
に
税
務
署
に
届
け
出

が
必
要
で
す
。

☟
須
賀
川
税
務
署
☎（
75
）２
１
９
４

ゆ とりの あ る 老 後 を 　
国 民 年 金 基 金 制 度

～少ない掛金・自由なプラン～
掛金は全額所得控除で税金がお得

　国民年金基金は、自営業や農業な
どの皆さんが、ゆとりある老後を過ご
せるよう、国民年金に上乗せする公
的な年金制度です。
加入できる人　●20歳以上60歳未
満の国民年金の第1号被保険者　
●60歳以上65歳未満で国民年金に
任意加入している人

　掛金は、全額が社会保険料控除
の対象になり、所得税と住民税が軽
減されます。受け取る年金も、公的
年金等控除の対象になるので、税制
面で優遇されます。
☞県国民年金基金 ☎0120（65）4192

■
年
金
だ
よ
り
・
各
種
書
類
を
発
送

●
第
２
土
曜
日　

午
前
９
時
30
分

〜
午
後
４
時

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

家
庭
か
ら
出
る
粗
大
ご
み（
一

番
長
い
辺
で
60
㌢
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
）の
出
し
方
は
、
各
地
域

で
異
な
り
ま
す
。

須
賀
川
地
域　

環
境
課
に
戸
別
収

集
の
事
前
予
約
が
必
要
で
す（
電

話
可
）。

※
一
度
に
出
せ
る
数
は
1
世
帯
3

個
ま
で

▼
受
付
時
間　

午
前
8
時
30
分
〜

午
後
5
時（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、

年
末
年
始
を
除
く
）　

長
沼
・
岩
瀬
地
域　

決
め
ら
れ
た

日
時（
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
で

確
認
）に
、
行
政
区
・
氏
名
を
紙

な
ど
に
書
い
て
粗
大
ご
み
に
貼

り
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
す
こ

と
が
困
難
な
と
き
は
、
戸
別
収
集

も
行
い
ま
す
の
で
、
環
境
課
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

粗
大
ご
み
で
出
せ
な
い
ご
み

▼
家
電
4
品
目（
テ
レ

ビ
、
洗
濯
機
・
衣
類

乾
燥
機
、
冷
蔵
・
冷

凍
庫
、
エ
ア
コ
ン
）

　

家
電
小
売
店
に
処

分
を
依
頼
す
る
か
、

郵
便
局
で
家
電
リ
サ

イ
ク
ル
券
を
購
入
後
、

指
定
引
取
場
所
の
釜

屋
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
（
鏡
石

町
成
田
東
9
）☎（
92
）３
８
７
７

に
自
分
で
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他　

消
火
器
、

ガ
ス
ボ
ン
ベ
、
バ
イ

ク
、
自
動
車
部
品（
タ

イ
ヤ
、
バ
ッ
テ
リ
ー
、

マ
フ
ラ
ー
、
バ
ン

パ
ー
な
ど
）

　

販
売
店
か
処
理
業

者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
事
業
系（
事
務
所
、商
店
、工
場
、

農
業
な
ど
）の
ご
み

　

須
賀
川
地
方
衛
生
セ
ン
タ
ー
☎

（
73
）４
５
１
５
に
自
分
で
搬
入

（
有
料
）す
る
か
、
処
理
業
者
に
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
い
処
分
方
法
や
処
理
業
者

が
分
か
ら
な
い
と
き
は
、
環
境
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

環境課☎（88）9129

申告の準備はお早めに （平成２９年12月16日・西袋地域歳時記
で、中学生にしめ縄作りの指導に当たった老人クラブの皆さん）

粗大ごみの
出し方

確
定
申
告
な
ど
に

ご
利
用
く
だ
さ
い

住
宅
防
火　
い
の
ち
を

守
る
7
つ
の
ポ
イ
ン
ト

■
春
の
全
国
火
災
予
防
運
動　

３
月
１
日(

木)

〜
７
日(

水)
　

春
は
空
気
が
乾
燥
し
、
風
の
強

い
日
が
多
い
た
め
、
火
災
が
発
生

し
や
す
く
、
人
命
や
貴
重
な
財
産

が
数
多
く
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
火

災
を
防
ぐ
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま

す
。

▼
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

▼
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の

か
ら
離
し
て
使
用
す
る
。

▼
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

▼
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

▼
寝
具
や
衣
類
、
カ
ー
テ
ン
な
ど

は
、
防
炎
製
品
を
使
用
す
る
。

▼
火
災
を
小
さ

い
う
ち
に
消
す

た
め
に
、
住
宅

用
消
火
器
な
ど

を
設
置
す
る
。

▼
お
年
寄
り
や

体
の
不
自
由
な
人
を
守
る
た
め

に
、
隣
近
所
と
の
協
力
体
制
を
作

る
。

枯
れ
草
を
燃
や
す
と
き
は

ご
用
心

　

春
は
枯
れ
草
な
ど
の
焼
却
に
よ

る
火
災
が
多
く
発
生
し
て
い
ま

す
。「
目
を
離
し
て
い
た
」「
大
量
に

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

設
置
を

　

消
防
法
に
よ
り
、
全
て
の
住
宅

に
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
設
置
し
て
い
な
い
住
宅
は

早
期
に
設
置
し
ま

し
ょ
う
。
設
置
済

み
の
住
宅
は
、
定

期
的
に
点
検
し
ま

し
ょ
う
。

※
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
電
池
や

本
体
の
交
換
は
、
10
年
が
目
安
で

す
。

☟
須
賀
川
消
防
署
☎（
76
）３
１
９
７

燃
や
し
す
ぎ
た
」「
消
え
た
と
思
い

家
に
帰
っ
た
」な
ど
、
さ
さ
い
な

こ
と
が
主
な
原
因
で
す
。

　

特
に
こ
の
時
期
は
、
空
気
が
乾

燥
し
、
風
速
、
風
向
き
が
変
わ
り

や
す
い
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

「
こ
れ
く
ら
い
な
ら
大
丈
夫
だ
ろ

う
」と
油
断
は
せ
ず
、
火
の
用
心

を
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

※
原
則
、
野
焼
き
は
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。
害
虫
駆
除
の
た
め
野
焼

き
を
す
る
と
き
は
、
農
政
課
☎

（
88
）９
１
４
０
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
消
防
署
へ
の
届
け
出
も
忘
れ

ず
に
お
願
い
し
ま
す
。

春は火災の多い季節です。火の用心をお願いします
（1月4日・市消防団出初式)

国民年金基金 検索

申
告
書
の
作
成
会
場
は

16

か
ら

（
金
）

２
月

日
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